
どんな計画？

この計画は、将来的な人口減少をはじめとした課題を見据えつつ、区民一人

ひとりのウェルビーイングを支える公共施設の適切な管理を実現することで、

次世代へ豊かな足立区を引き継ぐことを目的として策定しました。

公共施設には、１０２校ある学校をはじめ、

住区センター、図書館、スポーツ施設、保育園、

学童保育室、高齢者福祉施設、障がい者福祉施

設など、さまざまな施設があります。

このうち、築３０年以上が約６０％と老朽化

が進んでおり、大きな課題です。

１

公共施設等の保有状況２

公共施設の築年数別面積割合
（令和４年度末）

～ あの施設の「これから」を考える ～
・・

将来の人口の見通し３

公共施設

６９２施設

橋りょう

６６橋

公園

５９７か所

総人口が減少 少子高齢化が進行

計画全編は
こちらから

足立区公共施設等総合管理計画
（令和７年度～令和１８年度）

民間施設 公共施設

私立高校

保育園

商業施設

映画館

病院

スポーツジム

西新井大師

など

住区センター
区立学校
区立公園 など

区の施設

都立高校
警察 消防
上下水道 など

都の施設

国道
荒川 など

国の施設

約６９万人 約７１万人 約６２万人

令和6年 令和46年令和18年

12年後
（総人口のピーク）

４０年後には

約１１％減少
※総人口に対する年齢３区分の割合(％)

年少者

生産年齢

高齢者

１０.５%

65.1%

24.4%

9.1%

61.7%

29.2%

7.4%

51.9%

40.7%

令和6年 令和46年令和18年

計画
１６～２０ページ

計画
１１～１２ページ

計画の対象施設

道路

９７.５万ｍ

2分55秒で

わかる!?
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（億円）

改訂 

R47～R54 年度は 
試算期間外のため 

参考値 

財源不足 

公共施設等の更新等費用と財源の見込み４

計画が目指す「将来像」５

いつまでも「安全・安心」の公共施設と

行政サービスを提供し続ける

計画最終年度の令和１８年度までの目標は「現状維持（増加させない）」

令和６年

１１８．１万㎡ １０４．６万㎡

令和４６年
約１１％減少する将来人口に応じて
施設保有面積も約１１％減を目指す

施設保有面積の考え方６

インフラ施設の更新等費用（試算） 学校の更新等費用（試算）

学校以外の更新等費用（試算） 公共施設・インフラ施設充当可能額（試算）

計画３８ページ

計画
２３～２９ページ

令和３４年度以降
建替え時期の集中により
財源不足が見込まれる

約１３．５万㎡(約１１％)減

計画
３８～３９、１３７～１３８ページ



（１）区の土地や建物を活用した

財源の創出

（２）行政サービスの充実に民間

事業者の資金やアイデアを
活用

柱となる３つの方針７

（１）区民ニーズの変化に応じた

最適な行政サービスの提供

（２）公共施設の「総量抑制」と

「複合化」の推進

＜方針１＞
人口減少や少子・超高齢社会の進行を見据えた安定した行政サービスの提供

＜方針２＞
将来の財政状況を見据えた効率的な施設管理

（１）使いやすく、長持ちする公共

施設を目指した建物づくり

（２）工事の進め方の工夫や改善

＜方針３＞
区の資産や民間活力を活用した財源の確保

公共施設の複合化
（学校複合化のイメージ図）

住区センター 学校

保育園

「仮設建物」の課題

コスト削減と工事中の環境改善のため

「仮設建物」をその都度作らない仕組みが必要

施設の複合化で空いた土地の活用

複数の施設を
一つの建物に複合化

空いた土地を貸付等で財源化

計画
４１～４５ページ



（２）建替え時の施設規模に上限を

設定

（３）複数の施設機能を集約する

「複合化」を推進

（４）施設の利用状況を「見える化」

3

（１）建替え後の建物に「目標寿命」

を設定

（２）メンテナンスや他用途への

転用がしやすい建物づくり

（３）建物の「予防保全」の実現

に向けた取り組みの実施

令和７年４月 ／ 足立区 資産活用部 公共施設マネジメント推進課

足立区中央本町一丁目１７番１号
TEL：０３－３８８０－５０８１（直通） ／FAX：０３－３８８０－５６０９

維持更新コスト「削減」の取り組み９

計画期間と進行管理
平成
29

令和
6 　7 10 14 18 19 26 27

本計画

次期計画 計画期間（令和15～26年度）

改
訂

改

訂評価・分析

計画期間（令和7～18年度）

評価・分析

施設保有面積「抑制」の取り組み８

空いたスペースを転用して

新たな需要に対応

複数の施設で建替え時に繰り返し利用する

「一時移転専用建物」の設置を検討

10

（１）現在計画・進行中の施設を

除き、原則、新しい公共施設

は建設しない

（４）仮設建物を作らない工事の

仕組みを検討

公共 
施設 

公共 
施設 一時移転

専用建物

計画
３７、１２９ページ

４年ごとに評価・分析、８年ごとに改訂

必要に応じて内容の見直しを実施

＋

計画
４７～４９ページ

計画
５０～５３ページ

内部チェックと外部チェックの併用

（毎年実施）

施設所管課から情報を収集

公共施設マネジメント推進委員会

【審議・承認】

進行管理資料を公表


